
２０２２年９月

高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制

◆ 突然現れる偽のセキュリティ警告画面に注意！

〈相談事例〉

パソコンでインターネットを利用中に、突然、警告音や「パソコンがウイルスに感染していま

す。すぐに連絡を！」という警告画面が表示された。不安になり表示された電話番号に電話する

と、パソコンを遠隔操作され、サポート費用としてプリペイドカードで５万円を支払ってしまっ

た。

〈トラブルにあわないために〉

・偽の警告画面を表示させて電話をかけさせ、ソフト購入や有償サ

ポートに誘導する手口が多く見られます。

・広告を表示するしくみで偽の警告画面を表示させていると考えら

れ、画面を回避することが困難であり、だれでも遭遇する可能性が

あります。

・偽の警告画面が表示されても落ち着いて対処しましょう。また、

表示された電話番号には電話をかけないで下さい。

・偽の警告画面を閉じるだけで問題が解消されます。画面が消せない場合はブラウザを強制終了

するか、パソコンを再起動させて下さい。

・ソフト等を購入してしまった場合は消費生活センターまでご相談下さい。

★右の QR コードから中野区ホームページにて、

２０２０年４月からの「情報特急便」をご覧いただけます。

中野区消費生活センター 中野区中野４－８－１（区役所１階２４番窓口）
相談受付電話 ０３（３３８９）１１９１ FAX ０３（３３８９）１１９９
相談受付時間 月～金曜日 ９時３０分～１６時（土日・祝日・年末年始は休み）
ｅメールアドレス shohiseikatusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp
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見守りを必要としている高齢者への注意喚起をお願いします。

裏面にて、（独）国民生活センターの「見守り新鮮情報」をお届けします。




